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◎新潟県選挙管理委員会告示第７号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届

出があったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和７年２月18日 

新潟県選挙管理委員会 

  委員長  桜井 甚一 

資金管理団体

の届出をした

者の氏名 

 

資金管理団体の

名称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

高橋宏幸 愛する長岡の未

来の会 

主たる事務所

の所在地 

新潟県長岡市弓町

２丁目２－29 

新潟県長岡市笹崎

１丁目３－24 

R06.11.05 

 

 


